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午後６時30分開会 

事務局（子ども政策調整係） 

お待たせいたしました。それでは、皆様、こんばんは。本日もお暑い中、お忙しい中、

お集まりいただきましてありがとうございます。 

会議の開催に先立ちまして、事務局からご報告いたします。本日は 14 名の委員の皆様に

ご出席をいただいております。大隅委員からはご欠席のご連絡を承っています。委員の過

半数の皆様が出席されておりますので、会議は有効に成立しております。 

《新しい WEB 会議システムについて事務局より説明》 

《会議の発言ルールについて事務局より説明》 

以上でございます。それでは寺田会長、会議の進行をよろしくお願いいたします。 

寺田会長 

それでは、これより第６期第９回中野区子ども・子育て会議を開催いたします。皆様に

おかれましては、お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、本日の議題に入りたいと思います。本日の議題は７件となっております。 

それでは議題１「子ども総合計画令和６年度事業実績（案）について」、事務局からご説

明をお願いいたします。 

事務局（子ども政策担当課長） 

《資料１について説明》 

寺田会長 

ありがとうございました。ただいまの議題についてご意見、ご質問などございますか。 

和泉委員、お願いします。 

和泉委員 

２点、お尋ねしたいと思います。１つ目は、この事業実績の評価の中で、大抵は丸がつ

いているわけですけれども、バツがついている箇所が２か所ほどございまして、これにつ

いて、どういう経緯でバツがついているのかということについて、追加でご説明いただき

たいなというのが一つです。 

もう１点は、従来からこの会議でやってきた需要と確保方策の観点で、保育の需要につ

いて、おおむねマイナスの実績という。３歳以上に関しては多少無理になるか分かりませ

んが、計画以上に引き受けていただいているという、そういう結果になっているわけなの

ですが、いわゆる待機児童ゼロとの関係性の中で、かなり余裕が出てきたのか、あるいは
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ぎりぎり、これは到達している数字なのかといった、実態についてご説明いただければと

思います。２点お願いします。 

事務局（子ども政策担当課長） 

まず、バツがついている事業につきまして、１つはＰＤＦのページで、７ページ目の一

番下ですね。「子どもの権利に関する保護者向け講座の実施」というところです。こちら、

保護者向けの講座というところで事業を記載しておるところではあるのですけれども、地

区懇談会であったりとか、いわゆるＰＴＡなど、保護者の方も入っているといいますか、

参加されるような事業については実施しているところではあるのですけれども、保護者向

けというところでの講座の開催が昨年度はできていなかったというところで挙がっていま

す。 

ただ、やはり大人向け、いわゆる保護者ですとか、大人の方向けの子どもの権利に関す

る講座を増やすというところについては、非常に大切なことだと考えておりますので、そ

の点を踏まえて、実施等々、関わっていきたいと考えているところです。 

 もう１か所について、16 ページ目については、バツが２か所でございますけれども、再

掲なので、同じ事業になりますので、こちらで２か所ということになるかと思います。 

事務局（幼児施設整備担当課長、保育施設利用調整担当課長） 

私からは保育需要と実績のところでお話をさせていただきます。待機児童ゼロとの関係

性というところですけれども、保育需要は大きく二つに分かれて、０歳から２歳児クラス

を乳児クラス、３歳から５歳児クラスを幼児クラスと呼んで、区分しているわけですけれ

ども、中野区の状況でいいますと、０歳から２歳児クラスについては、需要と供給がほぼ

等しい状態で、待機児童はゼロなのですけれども、じゃあ、余裕があるかというとそんな

ことはなく、０歳児だけで言いますと、４月の段階では空きが多いのですが、年度末に向

かって入園される方が増えてきまして、３月の段階ですと、ほぼ空きがないような状態に

なっております。 

３歳から５歳児クラスにつきましては、保育士１人に対して、預かれる子どもの人数が

増えますので、そもそも定員の枠が多く用意されているというところもありまして、近年、

空きが大分出てきているというところで、同じ保育園の中でも格差が生じているような状

態でございます。 

区としましては、０歳児から２歳児については、現時点ですでに空きに対しての余裕は

ない状態ですが、保育園を整備していくかということになりますと、そこについては少子
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化というところはあらがえないという波が来ていますので、待機児童を生まないような対

策を今後考えていくようなところで、施設数は、これ以上増やすことは基本的には考えて

おりません。 

あと、年度前半は０歳児が空いているというところはありますけれども、どんな影響が

出るか、何とも言えないのですが、この９月から保育料の第１子無償化というのが始まっ

ていまして、まだその影響は、区として実感しているところはないのですけれども、来年

４月の入園申込み状況ですとか、そういったところには注視してまいりたいと考えてござ

います。 

寺田会長 

ありがとうございました。 

ほかにご質問はありますでしょうか。阿部委員、お願いします。 

阿部委員 

ありがとうございます。質問というよりか、コメントを言わせていただきたいなと思い

ました。今日読んでいただいているのですけれども、子どもたちの意見を聞いたかどうか

ですとか、そういったことについては、非常に大きな欄を設けていて、詳しく書いてある

のですが、一番重要な今後の課題・改善点のところが、どれも周知方法について検討する

必要がある、さらなる普及・啓発を進めていく、創意工夫をしていく必要があるというの

が書いてあって、実際、何をやるのですかというのが、すごくよく分からないのですね。 

なので、せっかく一つ一つの事業を評価なさるのであれば、場所などが問題なのかどう

なのかというような、そういう検討を各課の中でやるということが、この評価をやること

の意味であって、この表をきれいに埋めることではないと思うのですよね。そのプロセス

があまり、この評価は、申し訳ないですけれども、見えない。コンサルが書きましたみた

いな感じのところがすごく見えてしまっていて、せっかく一つずつ評価をやるのであれば、

子どもの声を聞いたら、子どもの声、何が挙がったのか。それで、何が問題だと言われた

のか、遊具が面白くないと言われたら、じゃあどうすればいいのか。そういったことがき

ちんと書き込まれて、それで改善していくというところが、より見えるようになるといい

のではないかなと思いました。 

今後の課題・改善点のところは、一番重点的に書いてほしいなと思うところだと思うの

ですね。そこをぜひご検討いただければなと思いました。意見でした。 

寺田会長 
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ただいまの阿部委員のご意見に対していかがでしょうか。小飼課長、お願いします。 

事務局（子ども政策担当課長） 

こちらの評価、まずそもそもの前提のところで、よりＰＤＣＡを回していくというとこ

ろで、形式的にこれをつくるということではなくて、評価するということをきっかけに、

各事業が、子どもの最善の利益というか、そういった視点でより評価されて、なおかつ、

よりよいものになっていくというところを、計画を評価するというところでは、ポイント

だと私も考えているところです。 

実際に、どのような子どもの意見があったというか、声を聞いた、こういった声があっ

たというところについては、今回、この(3)のところで、事業ごとに聞けた意見については、

様々記載をしながらしているところではありますが、今後の改善点ですとか、課題のとこ

ろに、どういった形でこういった工夫というかを今後していくのかというところについて

は、当然、表現の部分はあるかと思いますけれども、実際、実のあるものといいますか、

形をとっていけるように、事務局としてもこの評価のプロセスとしての工夫というところ

ですね、していければなと思っております。 

寺田会長 

ほかにご意見、ご質問ありますか。萩原委員お願いします。 

萩原委員 

ピンポイントの質問になってしまうのですが、これは、ファイルの 12 ページの事業一覧

の上から二つ目に「学校開放事業」というのがあろうかと思うのですけれども、この趣旨

を教えていただければと思います。「区立小中学校の校庭や体育館を、区民がスポーツ活動

で利用できるように開放することで、子どもたちが安心してスポーツできる場所を確保し

ます」と書いてあって、これは大人も含めてなのだとは思うのですが、それをさらに右の

ほうにスクロールしていきますと(3)。今ちょうどポインターの真ん中の(3)のところに、

「区立小学校の校庭開放については、利用を区民在住または在学の小学生 10 人以上で構成

された団体とされており、小学生の日常的なスポーツ活動の機会となっている」と書いて

あって、条件が随分厳しいなと思ったのです。そこが気になっています。 

つまり、このほかの事業も含めて、放課後の子どもたちの遊び場というのが、こういう

都心では非常に数少なくて、子どもたちが思いきり外でボール遊びも含めて、体を動かせ

ないという状況がある中で、こういう校庭開放は貴重な機会だと思うのですね。それが、

こういう枠がはめられてしまっているのはなぜなのかというのを伺いたいのですが。 
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寺田会長 

いかがでしょう。は石崎次長、お願いします。 

事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

このスポーツ開放とは別に、放課後に学校開放事業というのをやっています。それは放

課後、自校の子どもたちが校庭を使って、いろんな遊びをしたり、制限はありますけれど

も、野球とかサッカーとかという、プレーはできないのですけれども、遊び場として開放

しているという事業をやっています。そのほかに、中野の事情の中で、あまりスポーツ施

設がないというところで、区民の方、特に小学生がスポーツ、例えば地域のスポーツクラ

ブに対しての、開放するスポーツに触れ合う場というものがないという環境の中で、この

事業として、これは担当の話になってしまうと、スポーツ振興課というところがやってい

るのですけれども、スポーツという観点の中で、学校を使ってスポーツに親しんでいただ

くという事業ですので、そこの折り合いの中で、子どもたちが自由に遊べる場をどう確保

していくのかというところと、スポーツに親しめるところをつくっていけるかというとこ

ろの中で、スポーツの中でも、在住・在学の小学生 10 人以上というのが、地域の子どもた

ちに学校を使ってスポーツに親しんでほしいという意味から、この条件を設けているとこ

ろで、そこの割合であるとか、そこを有効に使う手だてというのは、続けていく必要があ

ると思いますけれども、今のところはそういった切り分けの中で開放しているということ

でございます。 

萩原委員 

確かに、この一つ上の遊び場開放事業というのが、子どもたちが放課後、帰宅しなくて

も自由に遊べるということで、子どもたちのほうからも、ボール遊びもできるし、評価・

評判が非常にいいというのは分かるのですね。学校開放事業との住み分けというところも

考えつつ、どうやって折り合っていくかというところは一つ課題かとは思うのですが、た

だ今の子どもたちは非常に大人数異年齢の集団はつくらない、つくれないというのが実情

かと思います。 

ですので、ここの 10 人というのは、ハードルをもう少し下げてあげないと、体を動かし

て何かスポーツしたいと思ってもなかなか厳しい。相当大きな集団スポーツ、サッカーで

あるとか、野球であるとかというような、かなり組織化されたスポーツでないと、ここに

は子どもたちは参加・参画できないということが十分予想されるので、そのあたりは一つ

の検討課題かなと思いました。以上です。 
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事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

その課題については区の課題として認識していきたいと思いますけれども、どちらかと

いうと、その上の学校開放事業が個人として遊べるものに関して、このスポーツ開放はス

ポーツ団体を対象に貸出をしているというところから、こういう住み分けになっています

けれども、先生のご指摘の点もありますので、そこのところは含めて、検討して今後は考

えていきたいと思います。 

寺田会長 

ありがとうございました。ほかにご意見ございますか。佐藤委員、お願いします。 

佐藤委員 

もし、ずれていたら申し訳ございませんが、17 ページ。前にも伺ったのですけれども、

未就園児に対する支援の検討という項目があって、「検討を行います」と書かれているので、

丸になっているのかなと考えましたが、以前伺ったときに、「どれぐらい実際にいるのです

か」という数字を伺ったところ「把握できていない」というようなご回答だったと思うの

です。令和７年度以降に、この検討を実際にこれから進めていくと理解はできるかなとは

思うのですけれども、小中学校で学校に行かせなかったという子が近くにいて、学校教育

に対して魅力を感じないから、親が教えるから十分だと。確かに知識的なことは十分学べ

るかもしれませんが、人間は集団の中で生活しているので、集団生活というのは、どこか

で、何らかの形で体験はあったほうがいいだろうなと思うので、別に義務教育ではないの

で、６歳まで、入学までは自宅で保育をするというのは、もちろんそれはいいのですけれ

ども、果たしてそういうご家庭ばかりなのかなという心配がちょっとあるので、今年度以

降、もっと具体的な成果が出てくるのかなと理解してよろしいでしょうか。 

寺田会長 

今のご質問に対していかがでしょうか。では、小飼課長、お願いいたします。 

事務局（子ども政策担当課長） 

こちら未就、学校に行かれていない、ないしは保育園などの集団生活をされていないと

いうところにつきましては、ご指摘いただいているところでは、前回いただいているとこ

ろかと思います。こういった状況を把握しながら、日々の業務等々を進めていくというと

ころではありますので、こういった未就園児に対する支援というところでは、個々の状況

を把握しながら、必要な連携を図りながら、引き続き検討を進めていきたいなと考えてい

るところです。 
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佐藤委員 

もっと細かく言うと、どうして丸なのかなと。なぜ三角ではないのかなという単純なと

ころも、ちょっと疑問です。 

寺田会長 

小飼課長、よろしいですか。 

事務局（子ども政策担当課長） 

こちらの丸というのが未就園児として、実際に通われていないお子さんが、どういった

方法で把握していくのかというところを日々の関わりですとか、カウンセリングといいま

すか、相談業務の中で、実際に検討を行いながら進めていくというところについて、ここ

の事業の一つとして捉えているところではありますので、そういった日々の関わりですと

か、関係機関との連携の中で、この支援自体を検討していくというところで、現状、日々

のローリングの中で進めているという意味で、丸という形で、今回評価させていただいて

いるところです。 

佐藤委員 

今年度以降、実績が出るように期待しております。 

寺田会長 

ほかに質問ございますか。高橋委員、お願いします。 

高橋委員 

ページ番号の 61 ページですかね。『子どもの意見表明・参加に関する手引き』を昨年の

３月に中野区がつくられたということで、全国的に見ても先駆的で、意義あるものという

記述があるように、これ自体はすばらしいことだなと思っているのですけれども、記載に

もあるように、活用がなかなか進んでいない。その結果、子どもの声というものも、なか

なか反映できていないという結果で、再評価というところも先ほど説明していただいたの

ですけれども、最後の締めくくりとして「確実に実行されることを望みます」ということ

で、このままいくと、せっかくつくったものが、来年度も活用されずに終わってしまうの

かなという危惧をしているのですけれども、現時点で来年度はどうやったらこの手引きが

活用されるのかとかという、何か手だてなどが現時点で考えられていましたら、お教えい

ただきたいです。 

事務局（子ども政策担当課長） 
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こちらの手引きにつきましては、各部各課の取組の中で、例えば計画の策定時など、意

見を聴く際には、子どもの意見も聴く。その際にどういった方法で、どういったことに気

をつけてというところを参照してもらいながら、活用してもらうというのを念頭に置いて

いるというところになります。 

具体的に「この事業が」というところは、今申し上げることはなかなか難しいのですけ

れども、各計画の改定であったり、所管との連携の中で、こういった方法でできないかと

いうところの相談も日々の中で受けることもありますので、そういった意味で活用してい

くということができればと考えております。 

寺田会長 

よろしいですか。それでは、ほかによろしいですか。中尾委員、お願いします。 

中尾委員 

先ほど、佐藤委員がお話しされていた 17 ページの未就園児に対する支援の検討のところ

なのですけれども、(3)に書いてある「支援を通して就園につながることで、子どもの生活

の安定、就学に向けての準備が図られる」という、これが書いてあるのですけれども、未

就園児に対する支援って、就園につなげることではないのではと私は考えたのです。 

未就園児というのは、もちろん例えば、保育園に入りたいけれども入れないみたいな未

就園の人もいれば、幼稚園が３歳からだから、３歳までは別に自宅保育するという人が多

いかなと思っていて、ここに書いてある就園につなげるというのが支援というよりは、例

えば、幼稚園に入るまでの３歳の間、家庭で保育している、保育というか、子どもの面倒

を見ている人たちの居場所をつくるだとか、保育園とかに行っていない分、３年間も完全

に親と子だけで過ごすというところで、ちょこちょこ何か育児のカウンセリングだとか、

相談を受ける場をたくさんつくるとか、そういったことかなと思っていて。ここで「就園

につながる」と書いてあることが、どうして就園。就園が利益みたいになっているのです

けれども、未就園児の定義というか、この就園につなげるという意図を知りたいなと思い

ました。 

事務局（子ども政策担当課長） 

こちらの記述については調べさせていただいて、一旦保留とさせていただいてもよろし

いでしょうか。 

 

寺田会長 
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古川所長、お願いいたします。 

事務局（児童相談所長） 

児童相談所長の古川でございます。ここのセリフは私が書いたわけではないのですけれ

ども、私ども、例えば、児童相談所の相談の中で、「このご家庭、心配だよ」というご家庭

の中には、来年から、例えば小学校に上がるご家庭なのだけれども、保育園にも幼稚園に

も通っていなくて、集団生活の経験がないお子さんがいらっしゃる場合がまれにございま

す。そういった場合に、来年度の学校への進学に向けて、少しお子さんたちの集団生活を

経験したほうがいいのではないでしょうかといったような形で、幼稚園ですとか、保育園

ですとかの利用をご案内することもございますので、そういった意味では、お子さんのよ

り適切な成長に向けて、集団保育や集団生活の経験をしていただくというところで、この

就園につなげるということは、私どもの活動の中では行っていることがままありますので、

そういった意味で、ここの文脈は捉えていただけるといいのではないかなと思います。 

今、委員のおっしゃった、３歳までのお子さんたちが親御さんと一緒に、地域の触れ合

える場所ということで、例えば児童館に行ったりですとか、そういったところはまたお子

さんたちの居場所ということで、また、とても大切なことかなと思っておりますが、ここ

の就園につながるというところでは、集団活動への参加というところの、お子さんの発達

という側面で捉えていただけるとありがたいかなと思います。 

中尾委員 

ありがとうございます。 

寺田会長 

ありがとうございました。そうしたら、文言の書き方の提案ですが、支援を通し、子育

て広場とか、子どもが複数集まるところとか、就園につながること等、文言が長くなるか

もしれませんが、私も今、古川委員がおっしゃる前に多分そのような意味かしらと。考え

ておりました。子どもたちが集まれる場とか、親子で触れ合う場とか、そういうところに

つながる。ということが含まると良いのではないでしょうか。 

中尾委員 

未就園児といっても、３歳までの未就園児と、６歳前とかの未就園児とで違う気がする

ので、そこの分けが分かるように書いていただいたらいいのかなと今、思いました。 

 

寺田会長 
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この場は未就園児とか、それから３歳以上とかと分けているわけではないですよね、こ

の子ども・子育て会議も。ここの中で、くくりのところでは、就学前の子どもがどういう

ふうに集団とつながっていくかということを役所側も配慮しているというような書き方な

のだと思うので、そこは分けなくてもよろしいのではないでしょうか。私がここで意見を

言うのは、司会なので本来避けたいところなのですけれども、そんなふうに感じました。 

よろしいでしょうか。ご意見ありがとうございました。 

それでは次に、議題２「西中野児童館の委託に伴う運営事業者の募集について」、事務局

からご説明をお願いいたします。 

事務局（育成活動推進課長） 

《資料 2 について説明》 

寺田会長 

ありがとうございました。ただいまの議題について、ご意見、ご質問などございますか。

宮内委員、お願いします。 

宮内委員 

これ、委託してしまいますよね。そうすると、区の、今までいらっしゃった館長とかは

いないということですか。 

学童クラブもあるので、学校とのつながりとか、そういうのを全て委託で済ませるのか、

その辺。今、うちの地域、どっちかというと館長が全部何か所を見て、キッズとか全て見

ているという形なので、その点が何となく手薄になってくるというか、そういうことが起

きていると思うのです。１館１館長というか、その方がすぐ分かるというような形を、子

どもたちのほうもとってほしいのではないかなと、私は思っているので、その辺のことを

お聞きしました。 

寺田会長 

鈴木課長、お願いします。 

事務局（育成活動推進課長） 

委託した館の館長も、区の職員が館長を務めます。今年度、先行して委託している児童

館が２館ございますけれども、そちらのほうも近隣の基幹型児童館と言われる館の館長が

兼務をしておりますので、この西中野児童館につきましても、館長は区の職員といったこ

とで配置をしてまいります。 

寺田会長 
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よろしいでしょうか。そのほかにご意見ございますか。特にはないでしょうか。 

本日、議題もたくさんございますので、それでは次に参りたいと思います。 

それでは次に第３「東京都認証学童クラブ事業への対応について」、事務局からご説明を

お願いいたします。 

事務局（育成活動推進課長） 

《資料３について説明》 

寺田会長 

ありがとうございました。ただいまの議題について、ご質問・ご意見などございますか。

関委員、お願いします。 

関委員 

私は東京都の子供・子育て会議にも出ておりますが、そこで、ここと同じように、特に

私立の幼稚園代表で出ておりますけれども、私立の学校であるとか幼稚園にも、学童クラ

ブを空いた場所とか、室内にしても、園庭にしても、空いているところがあるところにつ

くってほしいと、ぜひお願いしたいという話をいただいてきたのですけれども、中野区と

しましては、それに手を挙げたいとなる幼稚園がありましたときには、これはどこに該当

することになるのでしょうか。 

寺田会長 

鈴木課長、お願いします。 

事務局（育成活動推進課長） 

こちらのほうは、都の認証基準に基づきまして、例えば私立幼稚園のほうで実施をして

いただけるということになりましたら、この認証学童クラブといったような形で、認証を

取得していただいて、区のほうから学童クラブ事業に対して補助を行いまして、運営をし

ていただくといった形になろうかと思います。 

うちのほうにも東京都のほうからそういった形でできるかといったような通知といいま

すか、そういった文書が来ておりまして、私立幼稚園のほうの補助と、この学童クラブの

補助をどのように調整していくかといったところはこれからになろうかと考えております。 

 

関委員 
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これから、園児もどこもかしこもですけれども、減ってきているところですので、また

違う形で広げるということ。また、卒業した子どもたちに役に立つということ。いろんな

意味で役に立つことがあるなと思うので、そういう考え方もいいなと。 

それから、特別支援の子どもたちをたくさん預かっている私立幼稚園ですので、その子

たちの放課後の特別支援クラスということもあったりすることも聞いています。東京都の

中の私立幼稚園には、それをもう始めているところもおありなので、「なるほどな」と思っ

たりするのですね。そうやって、横に広がるよりも、縦に広がるということも大切な役割

ではないかと思うので、そういうことにつきましてのご相談というのは、区のどちらにご

相談すればいいでしょうか。 

事務局（育成活動推進課長） 

学童クラブの実施につきましては、こちら育成活動推進課のほうにご相談いただいて、

また私立幼稚園のことでありましたら、幼稚園のほうの担当を通して、こちらのほうにお

話しいただいても構いませんので、どちらでも結構です。 

関委員 

そうしますと、制度とか、それから、人数とか、それからどこの範囲からなのかとか、

全く今まで考えなかったことでございますので、一から教えていただくようにしていただ

きたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

事務局（育成活動推進課長） 

よろしくお願いします。 

関委員 

ありがとうございます。 

寺田会長 

ほかにいかがでしょうか。中野委員、お願いします。 

中野委員 

１ページ目のところの、２の主な運営基準の専用区画について、まず１点目なのですけ

れども、将来的には児童１人につきおおむね 1.98 平米以上ということなのですけれども、

今の時点で、どこの学童クラブも在籍人数を増やしている状態で、この 1.65 平米をとって

いるのも、多分、現時点では結構ぎりぎりのところかなと思うのですけれども、今後どの

ように１人当たりの面積を確保していくと考えているか、あれば教えていただけたらと思

います。 
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事務局（育成活動推進課長） 

こちらのほう、将来的に 1.98 平米以上を目指すというところは、東京都のほうからも時

期のほうは明言されておりません。やはり急に 1.98 平米になると、定員を減らすかといっ

たような対応しかできないというところは、東京都のほうも認識してございますので、当

面の間は 1.65 平米という案内の仕方になっております。 

区としては、例えばキッズ・プラザを整備するときに、今後につきましては、広めの部

屋を確保して 1.98 平米になるようにといったところも検討はしているところですけれど

も、もう既にキッズ・プラザの設計とかに入っている場合は、これ以上広げるといったよ

うなことはなかなか難しいので、そういったところは東京都のほうとも時期的なところで

すとか、困難である学童クラブが多いですとか、そういったところは申し伝えていきたい

とは考えております。 

中野委員 

ありがとうございます。 

あと、２点目なのですけれども、長期休業期間における昼食提供の仕組みの導入という

ことなのですけれども、この仕組みは各事業者で取り入れていくのか、または中野区とし

て、何かお弁当業者とかを例えば決めてやっていくのかとか、もしそういうのが、お考え

がありましたら、教えていただけたらと思います。 

事務局（育成活動推進課長） 

既に中野区の学童クラブにおきましては、ほとんどの学童クラブで、ほぼ全てと言って

もいいぐらい、学童クラブで昼食提供の仕組みがございます。これは事業者ごとにお弁当

業者さんと契約をしてといいますか、連携をして、保護者が直接お弁当業者に注文をして、

そこから学童クラブに配送してもらうといったような形をとっておりますので、あえて仕

組みを導入しなくても、今現在、既に基準は満たしているかなと思います。これは自分の

ところで調理するといったようなことではなくて、そういったようなお弁当、昼食の提供

の仕組みがあれば基準を満たすということですので、今現在、ほぼほぼ達成はできている

かなと考えております。 

中野委員 

 ありがとうございます。 

寺田会長 

ほかにいかがでしょうか。阿部委員お願いします。 
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阿部委員 

その場合に、費用といった面では、やはり経済的な困難のご家庭に対する何か補助です

とかはあるのでしょうか。 

事務局（育成活動推進課長） 

こちらの昼食提供はあくまでも任意の提供になりますので、保護者の方が実費でお支払

いできるご家庭にご注文いただいているといったような形で、もし経済的な困難というこ

とになれば、ご自宅からお弁当をご持参いただくとか、もちろん保育料に関しましては、

そういった減免規定、減額ですとか免除規定というのはございますけれども、昼食提供に

つきましては実費という形で今現在のところはやっております。 

阿部委員 

そこのところに、都の認証のお金は入らないのですか。 

事務局（育成活動推進課長） 

都補助に関しましては、昼食提供の仕組みを導入すればそこに加算する、補助が出ると

いう形になっていますので、個人に対して、そういった困窮している家庭に対して、昼食

代の補助という形ではないです。 

阿部委員 

そこら辺も、今後どのようなご家庭が使われるかということも含めて、それが理由で来

られない子とかもいたりするかもしれないので、ご検討いただければなと思います。 

事務局（育成活動推進課長） 

今現在、お弁当注文率というのは、それほど高くないといったところが現状でございま

して、ほとんどのご家庭がご自宅からお弁当を子どもたちに持たせているといったような

ところになっております。注文数ですとか、ニーズですとか、そういった困窮家庭からと

いったようなご要望がありましたら、仕組みにつきましては検討してまいりたいと思いま

す。 

阿部委員 

恐らくお弁当を持っていっているというときのお弁当に何を持たせているかというとこ

ろまで、やはり見なければいけないので、そこは、ですので、各事業所さんとかも、毎日

のことですから、子どもたちのことを見ているかなと思いますので、それで、もし食のニ

ーズというのがあるのであればというようなところかなと思います。お弁当を買っている
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人が少ないというのは、必ずしもいい運営形態ではないかなと思いますので、よろしくお

願いします。 

寺田会長 

ほかにいかがでしょうか、ご質問はございますか。 

ないようでしたら、それでは次、第４「子育て短期支援事業の拡充について」、事務局か

らご説明をお願いいたします。 

事務局（子ども・若者相談課長） 

《資料 4-1、4-2 について説明》 

寺田会長 

ありがとうございました。 

ただいまの議題について、ご意見、ご質問などございますでしょうか。佐藤委員、お願

いします。 

佐藤委員 

マンションの一室を使われるということですよね。２歳から 18 歳、例えば男女、どうい

う割合になるのか、それは分からないと思うのですけれども、何部屋ぐらいあって、この

日は女の子だけよとか、男の子だけよとかと、そういうことになるのでしょうか。ちょっ

と分からないので。 

事務局（子ども・若者相談課長） 

こちら対象は、委員おっしゃったとおり、２歳から 18 歳までの男女４名ということにな

ってございます。 

今回、マンションの一室でやるのですが、この 601 号室が、平米数でいうと 115 平米で、

３ＬＤＫになっています。一つの洋室が 12 畳ほどありまして、そこが賃貸物件なので、そ

こに影響がないように、男女だとか年齢でうまく部屋をもう一つ、つくれるような仕立て

で、１日に年齢とか男女、いろんなお子様をお預かりするのに対応できるような部屋づく

りが可能なように、今準備をしているところであります。 

佐藤委員 

ありがとうございます。 

寺田会長 

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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それでは次に議題５「朝の子どもの居場所づくりについて」、事務局からご説明をお願い

いたします。 

事務局（育成活動推進課長） 

《資料 5-1、5-2、5-3 について説明》 

寺田会長 

ありがとうございました。ただいまの議題について、ご意見、ご質問などございますか。

穂苅委員、お願いします。 

穂苅委員 

朝の居場所づくりということで、２点ほどご質問させていただきたいのですけれども、

こちらに子どもが行く際に、保護者の送りは必要になるのでしょうか。 

寺田会長 

では、石崎次長、お願いします。 

事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

平日の朝の子どもの居場所づくりという事業ですけれども、基本的に今の登校時間に合

わせて、いわゆる交通安全指導員を配置しているものですから、その前に登校していただ

くという事情を鑑みて、基本的には親御さんに送ってきていただいて、校門のところでお

預かりするということを考えているところでございます。 

穂苅委員 

ありがとうございます。それですと、保育園は、現在保育園で受入れが７時 15 分からお

預かりしているという現状があるので、こちらの朝の居場所づくりとしては７時 30 分です

と、保護者の方がお仕事に行く時間も含めて、やり繰りが難しくなるのではないかなと思

うと、15 分されど 15 分なので、延長というか、15 分からの受入可能という形にしていた

だけると、現在７時 15 分で利用している園児さんもいらっしゃいますので、大いによい計

画というか、にはなるのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

この時間設定をした場合に、保育園と比べて、保育園の場合はお預かりをするときに、

用意をしていただいたり、そのままお渡しするわけにはいかないというところから、ある

程度一定時間、保育園での作業の時間もあるかなと思うのですけれども、これは校門のと

ころで、もうそのまま入っていただけるというところから、この時間を設定したわけです

けれども、今回やってみて、そういう支障があった場合には、そこについては柔軟に見直
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しをしながら、事業を更新していきたいと思いますので、まずはこの時間帯の中から始め

てみたいかなとは考えているところでございます。 

穂苅委員 

ありがとうございました。 

寺田会長 

かにご質問、ご意見ございますか。佐藤委員、お願いします。 

佐藤委員 

現状でも、朝７時 30 分ぐらいに早く学校に来てしまうというか、学校に行かざるを得な

い子どもがいて、学校全てなのかどうか分かりませんが、８時 15 分にならないと校舎に入

れない。だから、外で時間を潰しているというような状況があって、個人的には学校に余

裕がないから、なかなか朝の時間に教室を開放しないのだろうなとは思っていたので、こ

ういう取組をされるのはとてもいいかなとは思ってはいるのですが、学校とは、もう話を

始められているのでしょうか。 

例えば、現状では８時 15 分までは校舎に入れない。外で待っていて 15 分になったら入

っていいよみたいな。でも先に入っている子が出てくるではないですか。この子たちは、

１回外に出るのかなとか、そういう具体的なことは、もう校長先生とお話は始められてい

るのでしょうか。 

事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

今回、ここの資料にありますとおり、登録をするわけではないので、そこは親御さんの

就労にかかわらず、朝の見守りということで、校門が開く８時 15 分までは朝の見守り事業

として受け入れますので、そこについては、今、教員の働き方改革の問題もあるので、こ

れは学校の授業前の教育委員会事業としてやるということで、学校とは話をしています。 

ですので、そのときの事故の対応であるとかも含めて、どういう体制をとっていくかと

いうのは、学校とは調整をしているところですので、８時、いわゆる今までの校門が開か

ずに、校門の前で待っている児童というのは、これをすることによって解消するかなとは

考えているところでございます。 

佐藤委員 

そうすると、だからもう７時 30 分から学校の中に入れるという状況だったら、必要ない

と言ったら失礼ですよね。早く行って、みんなより先に教室にいたいとか、そういうふう

に思うのかなと。だから、また１回外に出なさいよというような仕組みにするのか。 
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事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

場所は、教室に入るということではなくて、きちんと子どもたちが安全に過ごせるよう

に、いる場所は指定をしますけれども、８時 15 分になったら、もうそこの場所から教室に

行くということで、１回外に出るとかということはないです。 

佐藤委員 

分かりました。そういう部屋がある学校はできるけれども、ない学校についてはなかな

か難しいということですよね。空き教室とかがないとか。 

事務局（子ども教育部長、教育委員会事務局次長） 

例えば、体育館を指定していただいたり、図書館を指定していただいたり、それは学校

の事情によって、ここだったら受け入れられるというところを、今、学校のほうと調整を

して、どこにいて、朝の見守り事業をやるかという場所については、学校と調整している

ところです。 

佐藤委員 

ありがとうございます。 

寺田会長 

ありがとうございました。ただいまの議題について、ほかにご質問やご意見ございます

か。よろしいでしょうか。 

それでは議題６「児童発達支援事業所等利用支援事業に係る第１子無償化について」、事

務局からご説明をお願いいたします。 

事務局（障害福祉サービス担当課長） 

《資料６について説明》 

寺田会長 

ありがとうございました。 

ただいまの議題について、ご意見、ご質問などございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

特にご意見がないようでしたら、議題７「新たな児童発達支援センターの整備について」、

事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局（障害福祉サービス担当課長） 

《資料７について説明》 
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寺田会長 

ありがとうございました。ただいまの議題についてご意見、ご質問などございますか。

関委員、お願いします。 

関委員 

療育のことで、すこやか福祉センターから、アポロ園さんとゆめなりあさんにつながる

ということがございますけれども、すこやか福祉センターが、園の保育を見に来たりなど

して、つなげていくということがこの頃多くあるのですけれども、少し前まではこの支援

センター、アポロさんとか、区立のところがやっていたことを、すこやか福祉センターが

なさる場合、こちらがそういった専門家に園に行ってもらって、見て、この子は、お母さ

んにその要求があったらつなげて差し上げたいなと思う子どものときに、すこやかさんに

「この子は、今は問題ないですよ」と言われてしまうと、その方が療育とか心理とかの専

門でない方にそのようにおっしゃられてしまって、お母さんはせっかくその問題意識を持

って、この子どもによりよいことを思ったところが、それが一旦終わってしまうという、

大変残念なことがたまにございます。こういうことにつきまして、こちらとつなげたりと

かいうところの、この頃、少しその辺が曖昧に思われるところがあるのですけれども、ど

ういうふうな規定になっているか。今後、私たちはどのようなスタンスで支援をさせてい

ただければいいのかということを教えていただきたいと思います。 

寺田会長 

それでは、平田課長、お願いいたします。 

事務局（鷺宮すこやか福祉センター所長） 

鷺宮すこやか福祉センター所長の平田でございます。よろしくお願いいたします。 

今、関委員ご指摘の件ですけれども、すこやかがまず最初に療育相談の入り口で、それ

ぞれのゆめなりあですとかアポロ園とつなぐ役割を担っているところでございます。各園

に職員がお邪魔しておりますけれども、基本は福祉職が伺って、お子さんを拝見していま

す。また必要に応じて、心理職も同行しているところでございます。ただ、見立てが園と

違ってしまうケースがあるというご指摘なのですけれども、保護者の方のご要望と違って

しまうということですかね。そこも含めて、保護者の方ともよくお話をして、療育につな

げているところではございますけれども、やはりご要望に必ずしも添えないところもあろ

うかと思います。 
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関委員 

そういう要望ということだけでなくて、明らかにそうしてあげたほうが、お母さんもそ

う思ったわけですから、だから、判断は専門家にしていただきたいというところなのです

ね。お話を聞いて差し上げたり、気持ちを楽にして差し上げたりするというすこやかセン

ターの役割は大いにあると思うのですけれども、頼ったり、それからそこで支援を受ける

かどうかということについては、すこやかセンターさんではなく、やはり専門のところで

行っていただきたいと思うわけですね。そのあたりです。 

事務局（鷺宮すこやか福祉センター所長） 

そこのところにつきましては、すこやかとしましても、職員体制というところの課題が

あるとは感じておりまして、そのあたりにつきましては、所管である障害福祉課ともよく

話しながら、どうしていくのがいいのかは、検討を進めてまいりたいと考えております。 

関委員 

少し前にお聞きしたときには、判断はアポロ園でしますと、当園に近いセンターで言え

ばうちの、とおっしゃっていたのが、「いや、そうではないです」とこの後、またおっしゃ

られて、保護者も大変迷われるということが時々ございます。 

この時期（年齢的に）は「こんなもんじゃないですか」と、言われたり、それから「ま

だ大丈夫でしょう」という言い方とか、これは確実に素人の言葉だと思うのですよね。だ

から、やはりそういうことを軽々にしてはいけないなと思いまして、お願いというか、意

見を申させていただきました。 

事務局（鷺宮すこやか福祉センター所長） 

すこやかがアポロ園ですとか、ゆめなりあにつなぐ役割は担っておりますが、いわゆる

心理判定ですとか、そういった専門職が行うべきところは、今でもそういった療育センタ

ーのほうで行っているところではございます。 

ただ職員の言葉使いですとか、そういったところにつきましては、申し訳ございません。

改善するように努めてまいります。 

関委員 

ぜひよろしくお願いいたします。 

寺田会長 

よろしいでしょうか。ほかにご意見やご質問ございますか。よろしいでしょうか。 
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それでは最後に、議題３「その他」になります。何かございますでしょうか。今までご

質問をするタイミングを逃してしまった方とか、最初の頃は大変質問が多かったわけです

けれども、そのときにタイミングを逸してしまったとかいう方、いらっしゃいませんか。 

では、萩原委員、お願いします。 

萩原委員 

議題５の朝の子どもの居場所づくりのところで、たしか長期の休みのときの学童クラブ

の預かりというか、延長というのが話題になっていたかと思うのですが、区立学童クラブ

の預かり時間延長というところですね。 

ここのところで、長期休みに子どもたちが、とりわけ共働きの家庭では留守番をしなけ

ればいけないというのが、昨今ＮＰＯの調査等でも明らかになって、その調査を今、ネッ

トを見て確認していたのですが、それを見ると、実は高学年のほうが長期休暇のときに１

人で留守番をするというのが、割合がかなりあって、週４日以上が 20％、週２、３日が 20％、

毎週１日は１人というのが 12％ぐらいというのが出ています。学童クラブだと恐らく１年

生から３年生が主な対象となってしまっていて、それはそれで需要は確かにあると思うの

ですけれども、実は中高学年の子どもたちの居場所がないという状況が、そういうのでは

っきりしてきているということは、今後の検討の課題になってくるのではないかというか、

既に課題なのですけれども。 

それに加えて、先ほど来出ていた外遊びがしにくいという、そういう環境もあって、自

由に子ども同士が外で約束をして遊ぶということが、そもそもできにくくなっているとい

うことを考えると、高学年の子どもたちに対しては、何かサポートするというか、居場所

になり得る、しかも、友達同士でも会えるというようなことが、今後も非常に求められて

くるのではないかと思います。 

もう１点、参考までに申し上げますと、毎年、文部科学省から出ている児童生徒の問題

行動に関する調査報告書を見ていますと、平成 18 年度以降、小学生の暴力発生率がどんど

ん上がってきていまして、実は今、中学を抜いてトップです。それは、とりわけ高学年な

のですね。４年生、５年生、６年生と上がっていって、中学１年生ぐらいをピークにして、

また下がるというような傾向が出ていまして、それが今、下がっていないのですね。どん

どん上がっているのですね。つまり高学年の子どもたちに、何らかの相当なストレスがか

かっているというのは、いろんなデータを総合して重ねていくとはっきりしてくるという
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ことがありますので、今すぐというよりも、そういうことが今後、何かしらの施策の課題

になるだろうということは申し上げておきたいと思います。以上です。 

寺田会長 

ありがとうございました。ご質問というよりも、ご意見をいただいた形になりますけれ

ども、区役所側としては、何かご意見ございますか。では、鈴木課長お願いします。 

事務局（育成活動推進課長） 

学童クラブの観点で申しますと、おっしゃるとおり、今１年生から３年生が利用対象で、

４年生から６年生は特別に支援が必要なお子さんが、学童クラブに入所できるというよう

な形になっております。 

朝の居場所ということではないのですけれども、先生がおっしゃるとおり、放課後の居

場所というところでは、キッズ・プラザであるとか、先ほど資料１のほうであった遊び場

開放であるとか、キッズ・プラザ、それから児童館といったところが自由来館で利用でき

るという形になっておりますので、高学年のお子さんがお友達に会うためにですとか、遊

ぶためにいらっしゃっていただいているといったような形で、放課後の居場所としてご利

用いただいているという形がありますので、今後も学童ではなくて、そういったところも

放課後の居場所としてありますといったところは、しっかりご案内していきたいと思いま

す。 

萩原委員 

それは分かるのですけれども、多分、インフラとして圧倒的に少ないのだと思います。

つまり、児童館は確かにあるのですけれども、高学年が体を動かして、少し成長発達の度

合いが大きい子どもたちというか、もう中学生ぐらいの年代になってくると、かなり体格

も体力も低学年とは相当違ってくるわけです。そういう子どもたちと、低学年の子どもた

ちが同居できるかというと、なかなかできにくいという状態もあるわけで、そういうこと

も含めて、公園施策も含めて、総合的に子どもたちの、小学校中高学年生に対してのこと

は、施策の課題として考える必要があるのではないかなと思います。 

事務局（子ども家庭支援担当部長） 

子ども家庭支援担当部長の森です。先生が今おっしゃったところは多分そのとおりだな

と思っていて、おっしゃるようにキッズ・プラザや児童館も、児童館は高校生まで一応対

象だと言ってはいつつも、結局、体力の差とかという部分について、なかなか特にキッズ・
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プラザの、高学年にいくと、行きづらいというようなお話であるという状況もあるという

ようなところで、そこは認識しているところです。 

居場所の部分での、インフラの部分で言いますと、今度 10 月 20 日にプレーパークを江

古田の森公園で開設して、そこでまた一つの居場所としては開設ということで、インフラ

整備を進めていく予定にしているところではあるのですが、おっしゃるところは、区とし

て課題認識を持って対応していかなければいけないと思っていますので、考えていく必要

があるかと思います。 

もう一つ、中高生の部分になってくるといろいろと、また、中高生の居場所事業とかと

いうのを区のほうも一応進めてはいるのですけれども、そういうことも含めて、子どもた

ちの居場所については引き続き考えてまいります。 

寺田会長 

ほかにご意見は。関委員、お願いいたします。 

関委員 

専門会議の用であって、都の子供・子育て会議に出たことなのですけれども、都側から

ですけれども、やはり子どもたちから意見を聴くというのを始めるという話をお聞きして、

なるほどなと思ったのです。子どもたち部会をつくるという話で、高・中・小と、上から

来るということがいいだろうということで、これをぜひ進めたいというお話をお聞きした

ものですから、とてもいいことではないかなと思いまして、別に奇抜な意見を聴こうとい

うのではなくて、切実な意見を持っているように、前お伺いしたときに思いましたので、

ぜひそんなことからでも始めていただけたのかなと思いまして、意見を申し上げました。 

寺田会長 

何かご意見ございますでしょうか。それでは小飼課長お願いします。 

事務局（子ども政策担当課長） 

子どもの意見を聴いていくというところにつきましては、当然、子どもの権利条例とい

うのを中野区は持っておりまして、その中でも、子どもの意見を聴いていくというところ

はとても大切なこととして定めていますし、認識しているところです。 

区事業としては、ティーンズ会議という会議もありまして、今年度、その事業を小学４

年生まで対象を拡大して実施しているなど、こういった事業もありますし、個別にアンケ

ートなどを、事業とかを併せて実施しているなど、子どもの意見を様々な形で聴いていこ

うというところで実施しているところです。 
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なので、今おっしゃったような形とはまた少し違うかもしれませんが、いろいろな場面

ですとか、機会を捉えて子どもたちの声をしっかり聴いていくというところは丁寧にやっ

ていきたいなと考えています。 

関委員 

子育て部会というのは、どちらかというと子どもたちが責任を持ってその中で意見を発

することができて、自分たちの責任ある発言ができるということにもなるのだなと、その

とき思いましたので、そこのところは、ただ吸い上げるというのではないような気がしま

して、申し上げました。 

寺田会長 

ありがとうございました。ほかに何かご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

それでは最後に事務局からお願いいたします。 

事務局（子ども政策調整係） 

《情報提供４点について説明及びヤングケアラー支援事業動画視聴》 

事務局（子ども政策調整係） 

ありがとうございました。本当に子どもから大人まで見やすいアニメとなっております

ので、皆様のお近くの地域の皆様、関係各所に宣伝・共有していただければと思います。 

事務局からは以上でございます。 

寺田会長 

ありがとうございました。それでは、ほかには何かございますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

それでは、本日の議題・報告は以上で終了となります。 

事務局（子ども政策調整係） 

そうしましたら、最後に次回以降の日程について、事務局から共有させていただきます。

参考資料の１をお開きください。「第６期中野区子ども・子育て会議スケジュール（令和７

年度）」をご覧ください。次回の会議の日程は 11 月６日木曜日となっております。詳細の

ほうは追ってご連絡させていただきます。ご予定のほど、よろしくお願いいたします。 

会議の終了後につきましては、パソコンは電源を切らずにそのままの状態でお帰りくだ

さい。 
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また、駐輪場などをお使いの方におかれましては、駐車券に割引スタンプのほうを押さ

せていただきますので、終了後、こちらまでお越しください。事務局からは以上となりま

す。 

寺田会長 

それでは、第６期第９回中野区子ども・子育て会議を終了いたします。 

皆様、本日はありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 

午後８時 24 分終了 


